
 

令和８年３月２7日 

保護者の皆様 

つくば市立茎崎第二小学校ＰＴＡ会長 横山 暢彦 

同       校長 渡部 史惠 

 

 

登下校時の送迎及び周辺への駐車禁止について（お願い） 

 

春暖の候、保護者の皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

また、日頃より本校の教育活動にご理解ご協力をいただき感謝申し上げます。 

本校では、これまで登下校の際、校庭内の車両進入を認めておりました。近年、

送迎車が増えたことにより校庭に深い轍が複数箇所でき、児童の安全確保及び安心

して運動や活動が困難な状況となりました。機械による修繕を４月以降行います。 

さて、標記につきましては、３月１７日に説明会を実施しました。急なお願いに

対する謝罪とこれまでの経緯、今後の通学方法のご提案等をいたしました。建設的

なご意見をいただき感謝申し上げます。 

また、3月２５日（水）１８時から茎崎交流センター大会議室での話合いについ

ては、ＰＴＡと学校が連携し、次のようなルール及び共通理解を図りました。 

 

【以下①から⑥は、登下校時の送迎車に関することです。】 

①正門及び裏門からの学校敷地内へ進入することを禁止します。 

②茎崎運動公園または、つくば市ふれあいプラザの駐車場をご利用ください。 

 ○朝（登校時）は正門または裏門まで児童を引率してください。 

帰り（下校時）は、これまでどおり昇降口までお迎えに来てください。 

【理由】迎えが遅れた際、一人で駐車場まで向かい事故にあうことや児童の安

全確保ができないため 

※送迎の際、横に広がらず、歩道を１列で歩くようにしてください。特に朝 

は、自転車通学の中・高校生がたくさんいます。安全に気を付け、マナー 

を守って歩くようお声かけお願いします。 

○下の地図に示した『赤丸』のところの横断歩道を渡ってください。プールの 

前の横断歩道『青丸』はカーブになっており、見通しも悪く、事故等の心配 

があります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③学校周辺の道路上及び岩崎保育所等の周辺施設で児童を乗降することはおやめ 

ください。 

○児童が道路を横断するときの事故・周辺道路の渋滞等が発生する要因となり 

ます。地域や保育所に通所する保護者からもご心配な声やご意見が寄せられ 

ています。 

○ただし、岩崎保育所に通所するきょうだいがいる場合は、保育所内の決めら 

れた場所に駐車し、児童を西通用門まで送迎願います。（所長と確認済） 

④特別な事情がある場合は、学校にご相談ください。 

○事情を確認・検討したうえで、「児童送迎用駐車券」をお渡しします。 

特別な事情とは、 

・骨折等で歩いてくることが困難な場合 

・妊婦の方、乳幼児をお連れの方、身体が不自由な方 

・その他、学校長が認めた場合 

※学校敷地内は、最徐行、児童の安全を最優先でお願いします。 

 ⑤以下の場合は「児童送迎用駐車券」がなくても学校敷地内進入を許可します。 

  ○忘れ物等を届ける場合 

  ○通院等で遅刻して登校する場合 

○児童が学校で体調を崩したり、ケガをしたりして早退する場合 

  ○１６：１５以降、児童クラブのお迎えにくる場合 

○平日の１６：１５以降、週休日や学校休業日、ＰＴＡ会議等がある場合 

  ○非常変災により徒歩での下校が危険であると学校が判断し、車の進入を認め 

た場合（ドライブスルー方式：受付で児童の名前を伝えてください） 

・体育館前でUターンをし、最前列の車から正門出口に向かい駐車します。 

←この横断歩道で渡る 

カーブのため危険 横断禁止⇒ 

プール 

茎崎運動公園、つくば市ふれあいプラザの駐車場から

１列で安全に歩行する 

赤丸のところで横断する 

青丸のところは横断禁止 



児童は正門手前の歩道で乗車します。車間距離を十分にお取りください。 

   ・渋滞が予想されるため低学年から時間をずらしての送迎を考えています。 

    ※きょうだいがいる場合は、一番下の学年の時間帯で送迎願います。 

（例）低学年１４：１５ 中学年１４：３０ 高学年１４：４５ 

＜下校時＞受付後、正門から詰めて駐車してください 

体 

育 

館 
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ドライブスルー方式 
校庭 進入禁止 

 

 

     

駐輪所      

＜非常変災により徒歩での下校が危険と学校が判断した場合の駐車方法＞ 

 ⑥通学方法の見直しをご検討ください。 

  ○登校班で徒歩通学をする。 

  ○地区の近い登校班に合流して徒歩通学をする。（各班の合意を得る） 

  ○自転車許可地区は、複数名で安全に気を付けて自転車登校をする。 

   駒込・小山、自由ヶ丘キグナス８、富士見台、泊崎（バス通学児童を除く） 

  ○バスを利用して通学する。（つくバス最大定員３５名） 

   ・令和７年度つくば市遠距離通学費補助金申請では、 

    通学距離が片道４ｋｍ以上の児童（補助額年額 30,000 円） 

    通学距離が片道４ｋｍ未満だが、通学環境によりやむを得ず以下の方法で 

通学をする児童 

   ・路線バス（定期券通学証明書を発行した児童、週４日以上利用する児童） 

   ・茎崎第二小学校⇔自由ヶ丘団地～富士見台で乗降する児童（２㎞以上） 

   ・自転車で通学（補助額年額 10,000 円） 

  ○令和８年度 家庭環境調査票【裏面】の見直し 

   ・本校ではお住いの地区により徒歩、自転車、バスでの通学としています。 

    しかし、やむを得ない特別な事情により車での送迎を行う場合は（別紙） 

    令和８年度 家庭環境調査票【裏面】サンプル 黄色のラインマーカー 

お子様の○通学方法に、   で囲み、下欄＜送迎通学届＞に、申請理由 

の記入と保護者の署名、押印のうえ、ご提出していただきます。 

⑦その他 

  ○学校敷地内で発生した交通事故等のトラブルについては、学校では責任を負 

いません。当事者同士で警察への連絡等ご対応願います。 

受

付 



  ○①から⑦の内容を送迎に関わるご家族祖父母等にも必ずお伝えください。 

保護者の皆様で話し合われた内容について、ＰＴＡと学校が共有しました。 

安全な通学方法やルール等についてご検討いただきありがとうございました。 

 

◇３月２５日（水）登下校に係る保護者意見交換会より◇ 

Ｑ１：平日の児童クラブのお迎え時間を１６：３０よりも早くできないか。 

 

Ａ１：１６：１５とします。児童下校時の約１時間後であること、市の職員の退 

   勤が完了し、職員駐車場に迎えの駐車スペースが確保できるため 

 

Ｑ２：朝（登校時）は、正門や裏門まで保護者が付き添えばよいのではないか。 

 

Ａ２：ルールの統一を図るため、朝（登校時）と帰り（下校時）は、昇降口まで 

保護者の送迎をお願いしましたが、朝（登校時）に限り、正門または裏門 

まで付き添っていただくこととします。 

ただし、帰り（下校時）は、昇降口まで迎えに来てください。昇降口で 

児童が保護者等と帰ることを確認するため。正門・裏門の場合、迎えが遅 

くなり、一人で駐車場まで歩き、事故等にあう可能性が考えられるため。 

 

Ｑ３：次のようなルールは、学校にありますか。 

   ①低学年だけの下校は、だめであると言われた。 

   ②きょうだいだけの下校は、だめであると言われた。 

   ③一人での自転車通学はだめか。荷台付きの自転車でないとだめか。 

 

Ａ３：ルールの有無については、次のとおりです。 

①ない。②ない。 

③ある。登下校途中での事故やケガがあった際、複数での自転車通学であ 

ればその対応ができるため。 

荷台に関するルールはない。ただし、安全面を考慮し、荷台にランドセ 

ルをくくり付けることを推奨します。 

※正門について：児童下校後は開門していました。今後は常時閉門とします。 

 
【問合せ先】 

つくば市立茎崎第二小学校長 渡部 史惠 

電話番号：０２９－８７６－００５９ 



よく遊ぶ友達 
（   年生          ） （   年生          ） 
 
（   年生          ） （   年生          ） 
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※本人の長所・短所・趣味・特技などについて、簡単にご記入ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

通
学
路
略
図 

 
 

通
学
経
路
を
簡
単
に
図
示
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

○家から学校までの所要時間と距離    約     分     Km  
 
○通学方法：徒歩・自転車・バス（乗降するバス停名：                  ） 
 
      その他（                         ） 
 
○登校班      地区     班（班長名：            ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※前年度の略図を切り貼りする場合、しっかりとのり付けをしてください。 

＜送迎通学届＞ ※特別な事情により、送迎を行う方はご記入ください。 
 
○申請理由：（                                  ）のため。 
 
【送迎に伴う規約】 
(1) 駐車場は、茎崎運動公園またはふれあいプラザを利用します。 

 (2) 駐車場から責任をもって保護者が送迎します。(登校：正門・裏門／下校：昇降口) 
 (3) 登下校中に発生した事故についての責任を学校に負いません。 
 

保護者署名                印  
  

令和８年度 家庭環境調査票【裏面】 サンプル 


